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国民健康保険のお知らせ 

国民健康保険税改正のお知らせ 国民健康保険税改正のお知らせ 国民健康保険税改正のお知らせ 
　「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成３０
年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が兵庫県に変わります。財政運営が県単位に拡大すること
に伴い、全県で同じ保険税水準に近づいていきます。 

●保険税の軽減制度 
　前年中の所得が所得基準を下回る
世帯については、保険税の均等割額
と平等割額が減額されます。軽減を
受けるための申請は不要ですが、所
得の申告をしていない方がいる世帯
は軽減の対象になりません。 

①兵庫県が提示する標準保険料率を参考に、平成３０年度以降は資産割を賦課しな
い３方式へ変更します。 
②医療保険分の賦課限度額を５８万円に引き上げます。 
③低所得者の負担軽減を図るため、２割軽減、５割軽減の対象世帯を拡大します。 

改正のポイント 

※下段の（　）内は昨年度の所得基準 

３３万円以下 

３３万円＋２７.５万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下 
（３３万円＋２７万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下） 

３３万円＋５０万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下 
(３３万円＋４９万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下)

７割軽減 

５割軽減 

２割軽減 

所　得　基　準 

【平成３０年度国民健康保険税の税率等】 

Ａ 所得割額 課税所得金額×税率 

被保険者１人につき 

１世帯につき 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 
ただし、賦課限度額まで 

６．３０％（５．７０％） 

２３，５００円（１９，２００円） 

１７，０００円（１４，０００円） 

賦課限度額 
５８０，０００円（５４０，０００円） 

 

２．７０％（２．６０％） 

１０，５００円（９，０００円） 

７，４００円（６，６００円） 

賦課限度額 
１９０,０００円 

２．６０％ 

９，８００円 

５，１００円 

賦課限度額 
１６０,０００円 

Ｂ 均等割額 

Ｃ 平等割額 

年間保険税 

計算の説明 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

※（　）内は改正前の税率等です。 
※介護保険分は、４０歳以上６５歳未満（介護２号被保険者）の方のみに上乗せされます。 

問い合わせ先　税務課　国民健康保険税担当（内線３４２） 

国民年金には納付の免除制度があります 
　所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合は、本人の申請により保険料の納付が
免除または猶予される制度があります 

◎失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請される方は、離職日がわかる『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険
被保険者離職票』の写しが必要です。 
◎保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納める
ことが困難な場合は免除申請をしてください。ただし、申請をすれば必ず免除になるとは限りません。却下や一部納付と
なった場合、納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。 

問い合わせ先　住民生活課（内線３７４）／姫路年金事務所　　０７９－２２４－６３８２ 

①全額免除・一部免除 
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に全
額または一部免除になります。 
②納付猶予 
５０歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場
合に保険料の納付が猶予されます。 
③学生納付特例 
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の
納付が猶予されます。 

※①～③は、申請時点の２年１ヶ月前の月分ま
でさかのぼって申請することができますが、
申請が遅れると万一の際に障害基礎年金など
を受け取れない場合がありますので、速やか
に申請してください。 
※①～③以外に、障害基礎年金を受けている場
合や生活保護の生活扶助を受けている場合は、
保険料の全額が免除される『法定免除制度』
があります。 
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医療のお知らせ 
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平成３０年度　福祉医療制度所得制限等一覧表 

　
加
入
保
険
や
住
所
を
変
更
さ

れ
た
場
合
は
、
手
続
き
が
必
要

で
す
。 

区分Ⅰ 

区分Ⅱ 

外　来　　8,000円 

入院等　15,000円 

外　来　　8,000円 

入院等　24,600円 

区　分 対　　象 所得制限の内容 自己負担限度月額 負担割合 

2 割 

区分Ⅰ 

区分Ⅱ 

2 割 

区分Ⅰ 

区分Ⅱ 

1 割 

2 割 

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方 

（年金収入８０万円以下かつ所得なし） 

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた

所得が８０万円以下であり、かつ要介護２以上の方 

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方 

（年金収入８０万円以下かつ所得なし） 

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた

所得が８０万円以下の方 

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方 

（年金収入８０万円以下かつ所得なし） 

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた

所得が８０万円以下の方 

外　来　　8,000円 

入院等　15,000円 

外　来　　8,000円 

入院等　15,000円 

外　来　12,000円 

入院等　35,400円 

外　来　12,000円 

入院等　35,400円 

誕生日が 
昭和２７年 
７月１日 
以降の方 

誕生日が 
昭和２４年 
７月１日から
昭和２７年 

６月３０日の方 

誕生日が 
昭和２４年 
６月３０日 
以前の方 

●高齢期移行者医療費助成制度（６５歳の誕生日の属する月の初日から７０歳に達する日の属する月の末日まで） 

本人・配偶者・ 

扶養義務者　　 

所得制限の内容 所得確認対象者 

２３万５千円未満 

所得確認対象者の市町村民税の 

所得割税額の合計額が 

●重度障害者および高齢重度障害者医療費助成制度 
　（身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健 
　　福祉手帳１級をお持ちの方） 

（自立支援医療制度の所得制限基準を準用） 

所得確認対象者 扶養親族等の数 所得限度額 

母子家庭等の母等 
（扶養義務者） 

0

1

2

3

4

1,920,000

2,300,000

3,440,000

3,060,000

2,680,000

●母子家庭等医療費助成制度 
　（１８歳または２０歳までの子を監護する母または父及びその子） 

（児童扶養手当の所得制限基準を準用） 

お
知
ら
せ 

自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾患医療・肝炎治療などの他の公費負担医療が受給できる場
合は、福祉医療制度より優先されます。他の公費負担医療には自己負担額がありますので、その自己
負担した金額を助成します。詳しくは健康福祉課国保・医療係までお問い合わせください。 

★公費医療自己負担額助成制度（高齢期移行者医療以外の福祉医療受給者の方）★ 

●乳幼児等医療費助成制度（０歳～小学３年生までの方） 

●こども医療費助成制度（小学４年生～中学３年生までの方） 
所得制限はありません 

９ 



介護保険のお知らせ 

　６５歳の誕生日の前日の属する月から、各市町で決められた基準額をもとに所得段階別に保険料を決定し、
６月中旬に「平成３０年度介護保険料額決定通知書」を送付します。 
　基準額は、平成３０年度から平成３２年度は６９,３００円（月額５,７８０円）で、介護サービスにかかる費用など
に応じて３年ごとに見直します。 

問い合わせ先　税務課　介護保険料担当（内線３４２） 

　平成３０年４月、第７期（平成３０年度～３２年度）介護保険事業計画のもと、新たに介護保険料の改定を行い

ました。そこで、先月号に引き続き、介護保険制度の内容等についてお知らせします。 

介護保険制度について　Ｑ＆Ａ 介護保険制度について　Ｑ＆Ａ 介護保険制度について　Ｑ＆Ａ 

　地域によって違います。第１号被保険者（６５歳以上）の保険料基
準額は、それぞれの市町の高齢者人口や要介護認定者数、介護サー
ビス量等を基に計算されますので、介護サービス費用を多く支出す
る市町は、必然的に保険料も高くなります。福崎町では、高齢者の
人口、サービス利用者が年々増加しています。 
　平成３０年度の高齢化率は２８.１％見込み（５,４６８人）で、要介護認
定者数は平成３０年度８９５人（高齢者数の１６.４％）見込みです。 
　それに伴いサービス利用量も増加しています。なお、第２号被保
険者（４０歳～６４歳）は医療保険ごとに違ってきます。 

Ｑ：住んでいる地域（市町）によって介護保険料は
　　違うのですか？ 

（※１）平成３０年度以降は「合計所得金額＋公的年金等収入額」から公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所
得にかかる特別控除額を差し引いて算出します。 

（※２）平成３０年度以降は「合計所得金額」から土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を差し引いて算出します。 
（※３）公的年金等収入額とは、老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい、障害・遺族年金などの非課税となる収

入は含まれません。 

【介護保険料早見表】 

所得段階 

第１段階 

第２段階 

対　　象　　者 保険料率 年額（円） 

基準額×０.４５ ３１,２００ 

基準額×０.６５ ４５,０００ 

・生活保護を受けている方 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋公的年金等収入額（※１）が 
　８０万円以下の方 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋公的年金等収入額（※１）が 
　８０万円を超え１２０万円以下の方 

第３段階 基準額×０.７５ ５２,０００ 
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋公的年金等収入額（※１）が 
　１２０万円を超える方 

第４段階 基準額×０.８３ ５７,５００ 
・本人が住民税非課税（同一世帯に住民税課税者がいる）で、前年の合計所得金額 
　＋公的年金等収入額（※１）が８０万円以下の方 

第５段階 基準額×１.００ ６９,３００ 

第６段階 基準額×１.２０ ８３,２００ 

第７段階 基準額×１.２５ ８６,７００ 

第８段階 基準額×１.４５ １００,５００ 

第９段階 基準額×１.５０ １０４,０００ 

第１０段階 基準額×１.７０ １１７,９００ 

・本人が住民税非課税（同一世帯に住民税課税者がいる）で、前年の合計所得金額 
　＋公的年金等収入額（※１）が８０万円を超える方 

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額（※２）が１２０万円未満の方 

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額（※２）が１２０万円以上２００万円未満の方 

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額（※２）が２００万円以上３００万円未満の方 

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額（※２）が３００万円以上４００万円未満の方 

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額（※２）が４００万円以上の方 

１０ 

　第１号被保険者の保険料は原則３年間同じです。
ただし、前年中の所得に大きな変動があれば保
険料が変更になる場合があります。 
　第２号被保険者（４０歳～６４歳）の保険料は医
療保険者により異なります。 

Ｑ：保険料は毎年変わるのですか？ 

平成３０年度　介護保険料のお知らせ 



　特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・ショートステイの各サービスを
利用する方のうち、次の方については居住費と食費について負担の上限額（負担限度額）が設けられ、負担が軽
減されます。 

　介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平性や、負担能力に応じた負担を求める
観点から、平成３０年８月から２割負担者のうち特に所得の高い人の負担割合が３割となります。 

介護保険のお知らせ 

介護保険利用者負担割合の見直しについて（平成３０年８月施行） 

介護保険施設の居住費・食費の軽減制度があります 

■「合計所得金額」…収入金額から必要経費

に相当する金額を控除した金額のことで、

扶養控除や医療費控除などの所得控除をす

る前の金額。なお、平成３０年８月から、地

方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得

および短期譲渡所得にかかる特別控除額を

控除した額を用います。 

■「その他の合計所得金額」…合計所得金額

から年金収入にかかる雑所得を除いた金額。 

※利用者の負担額には、１か月の上限額 
　（高額介護サービス費）があるため、自
己負担が一律に１.５倍になるわけではあ
りません。 

利用者負担の割合 

次の①②の両方に該当する人 
①本人の合計所得金額が２２０万円以上 
②同じ世帯の６５歳以上の人の「年金収入＋
その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯＝３４０万円以上 
　・２人以上世帯＝４６３万円以上 

次の①②の両方に該当する人 
（平成３０年８月からは、３割に該当しない
方で①②の両方に該当する人） 
①本人の合計所得金額が１６０万円以上 
②同じ世帯の６５歳以上の人の「年金収入＋
その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯＝２８０万円以上 
　・２人以上世帯＝３４６万円以上 

上記以外の人 １割 

２割 

３割 

平成３０年 
８月から 

利用者負担段階 
居住費等（日額） 

ユニット 
型個室 

８２０円 

８２０円 

１,３１０円 

４９０円 

４９０円 

１,３１０円 

４９０円 
（３２０円） 

４９０円 
（４２０円） 

１,３１０円 
（８２０円） 

０円 

３７０円 

３７０円 

３００円 

３９０円 

６５０円 

ユニット型個 
室的多床室 

従来型 
個室（※） 

多床室 
食費 
（日額） 

第
３
段
階 

第
２
段
階 

第
１
段
階 

本人および世帯全員が住民税非
課税者で、老齢福祉年金の受給
者、生活保護受給者 

本人および世帯全員が住民税非
課税で、利用者負担段階第２段
階以外の方 

本人および世帯全員が住民税非
課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額＋非課税年金（遺族年
金・障害年金）収入額が８０万円
以下の方 

（※）介護老人福祉施設と短期
入所生活介護を利用した場
合の従来型個室の負担限度
額は（ 　）内の金額です。 
■左の表に当てはまっていても、
次のいずれかに該当する場
合は、対象外となります。 
・住民税非課税世帯でも世帯
分離している配偶者が住民
税課税の場合 
・住民税非課税世帯でも預貯
金等が単身で１,０００万円、夫
婦で２,０００万円を超える場合 

　居住費と食費の負担限度額の適用や利用者負担額の軽減を受けるには、事前に申請す
る必要があります。サービスを利用する前に、介護保険負担限度額認定申請書、社会福
祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に必要事項を記入して申請してください。認定
された方には介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付
しますので、施設、事業所へ提示してからサービスを利用するようお願いします。 
【申請に必要な提出書類】 
　本人及び配偶者の預貯金通帳・有価証券・借用証書などの写し 

 　介護保険サービスを利用
すると、かかった費用の一部
が利用者負担となりますが、
社会福祉法人等が行う介護サ
ービスを利用した場合、所得
により利用者負担が軽減され
る制度があります。 

利用者負担の 
軽減制度があります 

居住費・食費の負担限度額の適用や 
利用者負担の軽減を受けるにはどうすればいいの？ 

問い合わせ先　健康福祉課　介護保険係（内線３５２・３６４） 
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　体験隊の活動は、町内の小学５、６年生を対象としています。
文化財や人々との交流、さまざまな体験をとおして、郷土の
歴史文化を学びます。 

体験隊活動へご協力いただきました保護者ボランティア、地域ボランティアのみなさんに厚くお礼申し上げます。 
ただいま、活動へご協力いただける方を募集しています。ぜひ、資料館までご連絡ください。歴史民俗資料館（　２２－５６９９） 

柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館
だ
よ
り 

　初級編公式テキストは、記
念館、教育委員会、文化セン
ターにてお買い求めください。
郵送もできます。詳しくは、
記念館まで。（　２２－１０００） 

第５回柳田國男検定 

時　間：１１：００～１２：００（開場 １０：３０） 

会　場：福崎町文化センター 

受験料：1,000円（高校生まで無料／団体割引あり） 

対象者：小学生以上 

※問い合わせ・申し込みは柳田國男・松岡家記念館 

　（　22－1000） 

平成３０年８月５日（日） 
初級編/中級編/上級編 

申込受付
中 

歴
史
民
俗
資
料
館
だ
よ
り 

土器づくり① 
　土器づくりに挑戦し、古代の人々
の工夫を体感しました。 

土器づくり② 
　土器を焼き、まが玉をつくり、み
んなでカレーもつくりました。 

バスツアー 
　福崎町の歴史や文化と比べながら、養父
市立大庄屋記念館や明延鉱山を巡りました。 

発掘体験（桜区） 
　遺跡を実際に発掘し、高岡地区の
歴史について学びました。 

平
成
３０
年
度
も
、
ふ
く

さ
き
歴
史
体
験
隊
は
活

動
し
ま
す
。 

６
月
に
小
学
校
を
通
じ

て
隊
員
を
募
集
す
る
よ
。

み
ん
な
で
応
募
し
て
ね
。 

柳田國男読本 

『福崎と柳田國男』 
１冊 ２００円 

申込期限：平成３０年７月６日（金） 

上級編 
最高得点賞は 
遠野への旅を 
プレゼント!

　川界隈ウォークラリー 
　柳田國男生家や三木家住宅な
ど、　川界隈をめぐりました。 
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明
治
２７
年
（
１
８
９
４
）
か
ら

翌
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
日
清
戦

争
の
後
、
朝
鮮
半
島
と
満
州
の
支

配
権
を
め
ぐ
っ
て
く
す
ぶ
り
続
け

て
い
た
日
本
と
ロ
シ
ア
の
関
係
は

徐
々
に
悪
化
。
武
力
衝
突
を
避
け

る
た
め
の
外
交
努
力
が
続
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
世
論
は
戦
争
に

傾
い
て
い
き
ま
す
。 

　
そ
し
て
明
治
３７
年
２
月
４
日
、

日
本
は
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
決
定
。

６
日
に
は
国
交
断
絶
を
通
告
し
ま

す
。
両
国
が
宣
戦
布
告
を
行
っ
た

の
は
２
月
１０
日
。
し
か
し
、
国
交

断
絶
か
ら
宣
戦
布
告
ま
で
の
数
日

の
間
に
、
す
で
に
戦
闘
が
始
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
日
露
戦
争
の
口
火

を
切
っ
た
戦
い
と
し
て
知
ら
れ
る
、

旅
順
港
奇
襲
攻
撃
と
、
仁
川
沖
海

戦
。
そ
こ
に
は
、
松
岡
静
雄
の
姿

も
あ
り
ま
し
た
。 

　
海
軍
兵
学
校
を
首
席
で
卒
業
し

た
静
雄
は
、
順
調
に
昇
進
を
重
ね
、

明
治
３５
年
に
大
尉
に
昇
進
。
巡
洋

艦
千
代
田
の
航
海
長
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。 

　
開
戦
前
、
千
代
田
は
北
清
警
備

の
任
務
に
つ
い
て
お
り
、
朝
鮮
半

島
か
ら
山
東
半
島
に
か
け
て
の
沿

岸
部
を
巡
航
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
外
交
交
渉
が
難
航
す
る
中
、

戦
争
が
始
ま
る
の
を
見
越
し
て
、

ロ
シ
ア
船
の
動
き
を
監
視
し
た
り
、

と
き
に
は
上
陸
し
て
情
報
収
集
に

あ
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、
開
戦
直
前
。
他
の
海
軍

軍
艦
が
帰
国
し
、
戦
争
に
備
え
る

中
で
、
千
代
田
は
た
だ
１
隻
、
日

本
海
軍
の
動
き
を
悟
ら
れ
な
い
た

め
に
囮
と
な
っ
て
、
仁
川
港
に
留

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
仁
川
港

に
は
、
ロ
シ
ア
の
ワ
リ
ヤ
ー
グ
・

コ
レ
ー
ツ
と
い
う
２
隻
の
軍
艦
が

停
泊
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

千
代
田
は
艦
隊
と
合
流
。
２
月
９

日
、
仁
川
沖
で
の
砲
撃
戦
の
末
、

ロ
シ
ア
艦
は
降
伏
勧
告
を
拒
否
し
、

仁
川
港
で
自
沈
し
ま
し
た
。 

　
柳
田
國
男
は
『
故
郷
七
十
年
』

の
中
で
、
こ
の
と
き
の
静
雄
に
つ

い
て
「
海
戦
前
夜
、
い
つ
死
ぬ
か

も
知
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
非

常
に
長
い
手
紙
を
書
い
て
よ
こ
し

た
が
、
そ
れ
が
戦
争
が
終
っ
て
か

ら
私
の
と
こ
ろ
に
と
ど
く
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
。
」
と
語
っ
て
い

ま
す
（
「
次
弟
松
岡
静
雄
」
）。 

　
実
は
、
こ
の
と
き
の
も
の
と
み

ら
れ
る
書
簡
が
、
柳
田
國
男
・
松

岡
家
記
念
館
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
露
戦
争
開
戦
の
前
後
に
書
か
れ

た
一
連
の
書
簡
群
は
、
自
分
の
近

況
や
、
後
に
妻
と
な
る
田
尻
愛
子

の
こ
と
な
ど
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

内
容
の
ほ
か
、
上
陸
し
た
街
の
様

子
や
ロ
シ
ア
軍
の
様
子
、
沈
没
し

た
ワ
リ
ヤ
ー
グ
か
ら
引
き
揚
げ
た

戦
利
品
の
こ
と
、
戦
勝
後
の
行
事

や
記
者
会
見
の
こ
と
、
負
傷
者
や

戦
死
者
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て

お
り
、
静
雄
の
行
動
や
心
情
に
加

え
て
、
日
露
戦
争
の
一
端
を
知
る

こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
な

っ
て
い
ま
す
。（
こ
れ
ら
の
書
簡

に
つ
い
て
は
、
岩
井
忠
彦
「
松
岡

静
雄
の
柳
田
國
男
あ
て
書
簡
」
と

い
う
論
文
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
） 

　
ま
た
、
静
雄
が
作
っ
た
「
奉
職

履
歴
」
に
は
、
仁
川
沖
海
戦
の
後

も
ロ
シ
ア
艦
と
遭
遇
し
戦
闘
を
行

っ
た
こ
と
や
、
輸
送
船
隊
の
護
衛

に
あ
た
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
で
、
日
露
戦
争
の
主
戦

場
と
な
っ
た
の
は
、
福
崎
か
ら
遠

く
離
れ
た
朝
鮮
半
島
と
満
州
で
し

た
。
と
は
い
え
、
こ
の
戦
争
が
福

崎
と
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
当
時
の
日
本
は
徴
兵
制
度
が
敷

か
れ
て
い
ま
し
た
。
軍
人
以
外
の

成
人
男
性
は
徴
兵
検
査
を
受
け
、

合
格
し
た
者
は
一
定
期
間
兵
役
に

服
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
福
崎
を
含
む
、
中
播

磨
・
西
播
磨
地
域
な
ど
か
ら
徴
兵

さ
れ
た
人
々
の
多
く
は
、
姫
路
の

第
十
師
団
の
う
ち
、
歩
兵
第
十
連

隊
に
入
隊
さ
せ
ら
れ
、
戦
地
に
赴

き
ま
し
た
。
明
治
３７
年
５
月
に
日

本
を
出
発
し
た
第
十
師
団
は
、
翌

年
に
か
け
て
い
く
つ
も
の
陸
上
戦

闘
に
参
加
。
特
に
、
日
露
戦
争
最

大
の
激
戦
の
ひ
と
つ
、
奉
天
会
戦

で
は
歩
兵
第
十
連
隊
で
約
７
割
の

死
傷
者
を
出
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
（『
福
崎
町
史
』
第
２
巻
）。 

　
ま
た
明
治
４０
年
に
は
、
日
露
戦

争
の
戦
勝
記
念
と
、
出
征
し
た
兵

士
の
顕
彰
、
戦
没
者
の
慰
霊
の
た

め
、
福
崎
に
振
武
館
が
建
設
さ
れ

ま
し
た
。 

　
振
武
館
で
は
昭
和
の
初
め
こ
ろ

ま
で
、
徴
兵
検
査
が
行
わ
れ
て
い

た
ほ
か
、
映
画
の
上
映
な
ど
、
地

域
の
公
民
館
的
な
役
割
も
果
た
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
振
武

館
の
あ
っ
た
場
所
に
は
、
福
崎
町

養
護
老
人
ホ
ー
ム
福
寿
園
が
建
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
片
隅
に
は
、

振
武
館
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
、

砲
台
を
模
し
た
記
念
碑
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
　
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
研
究
員
　 

井
上
　
舞

 

静
雄
と
福
崎
の
日
露
戦
争 

第３４話 

り
ょ
じ
ゅ
ん 

じ
ん
せ
ん 

さ
ん
と
う 

お
と
り 

ほ
う
し
ょ
く 

へ
い
え
き 

お
も
む 

ほ
う
て
ん 

し
ん
ぶ
か
ん 

り
れ
き 

静雄から國男に宛てられた書簡（明治３７年１月１２日付のもの） 
（柳田國男・松岡家記念館蔵） 
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